
出産後概ね１か月までに受ける産婦健康診査について

2回まで

例）産後2週間健診と産後1か月健診

1回の産婦健康診査につき、上限５，０００円

産婦健康診査助成券を医療機関へ提出し、全て記入してもらってください。

産婦健康診査受診日に草加市に住民登録がある産婦

埼玉県と契約している医療機関以外で産婦健康診査を受ける場合は、草加市の産婦健康診査
助成券が使用できません。そのため、医療機関窓口で一旦お支払いしていただき、後日申請
することにより助成額が戻る制度です。
※契約医療機関については、医療機関もしくはにんしん出産相談室ぽかぽかに問い合わせを。

『基本的な産婦健康診査』と『こころの健康チェック』（エジンバラ産後うつ病質問票は必須）

償還払い

制度
（裏面参照）

※こころの健康チェックの実施がない場合、助成制度の対象となりません。
※一部の医療機関では助成を受けることができない場合がありますので、
事前に受診を希望する医療機関へご確認ください。

※上限金額を超えた分についての費用は、自己負担となります。
※健康保険を適用して実施された検査や薬代等は対象外です。

利用時間 8時30分〜17時(平日)



契約医療機関以外で受診された方


